
8. 学会会則(規定・内規)

学会会則

① 1971 (昭和46)年 3月31日
② 1976 (昭和51)年5月1日

③ 1980 (昭和55)年 5月11日

④ 1981 (昭和56)年11月8日

⑤ 1982 (昭和57)年 6月12日
⑥ 1983 (昭和58)年10月30日
⑦ 1984 (昭和59)年6月9日

⑧ 1985 (昭和60)年10月28日
⑨ 1987 (昭和62)年10月17日
⑩ 1988 (昭和63)年 8月22日
⑪ 1990 (平成 2)年10月11日

⑫ 1991 (平成3)年11月10日
⑬ 1993 (平成 5)年10月17日

支部に関する規定

① 1981 (昭和56)年11月8日

理事会の運営に関する規定

① 1982 (昭和57)年 6月12日
② 1983 (昭和58)年10月30日

専門分科会設置に関する規定

① 1982 (昭和57)年 5月12日
役員選出内規

① 1988 (昭和63)年度以降の

役員選出から適用することで

② 1993 (平成 5)年10月17日
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日本レクリエーション学会会則

(昭和46年3月21日より施行)

<第 1章総員IJ>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

J apan Society of Leisur巴andRecreation Studies) 

という。

第2条 本会の目的は，レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務所は，鮒)日本レクリエーション協会

内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 1回以上開催し，研究成果を

発表するo

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第 2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

<第4章 役 員 >

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，理事若干名，

監事2名

第10条会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会とする。

第14条通常総会は，毎年1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事の運営に関しては別にこれを定める。

第15条理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専
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門分科会を置くことができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第18条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (3米ドル)

2.正会員年額 2，000円

3.学生会員 11 1，000円

4.特別会員 11 7米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 員IJ

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より施行する。

日本レクリエーション学会会則

(昭和51年5月1日一部改訂)

<第 1章 総 則 >

第 l条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan Society ofLeisure and Recr巴ationStudies) 

という。

第2条 本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務所は，東海大学体育学部社会体育学

科レクリエーション研究室内に置く。

<第2章 事 業 >

第4条 本 会 は 第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。
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1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者



で，理事会の承認を得た者とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第 7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

く第4章役員>

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，理事若干名，

監事2名

第10条会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

円分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章 会 計 >

第四条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (4米ドル)

2.正 会 員 年 額 4，000円

3.学生会員 11 1，000円

4.特別会員 11 20米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

イ寸 員リ

を代行する。1.本会の会則は，総会において出席正会員の 213以

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。 上を得た議決により変更することができる。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。 2.本会則は，昭和46年3月21日より施行する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。 3. 本会則は，昭和51年 5月 1日に一部改訂する。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

く第5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会とする。

第14条通常総会は，毎年 1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事の運営に関しては別にこれを定める。

第15条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

く第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専
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日本レクリエーション学会会則

(昭和55年5月11日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション当会(英語名

Japan Society of Leisure and Recration Studies) 

という。

第2条 本会の目的は，レクリエーションに関する調机

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第 3条本会の事務局は，財団法人日本レクリエーショ

ン協会内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

をなう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相Eの親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第 5条学会大会は，毎年 1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第 6条本会は正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を得て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院生を除く)およびそ

れに準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の白的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た話とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とするo

第 7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

く第4章役員>

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第10条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行ない，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する O

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査するo

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第 5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会

第14条通常総会は，毎年 l回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出正会員をもって構成

する。

議事の運営に関しては別にこれを定める。

第15条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開くこ

とができるo

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

。。



<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第18条本会の経費は，会費，寄付金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条八員の会費は次の通りとする。

l.入会金 1，000円 (4米ドル)

2.正会員年額 4，000円

3.学生会員 11 1，000円(大学院生は除く)

4.特別会員 11 20米ドル

5.賛助会員年額 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，年3月に

終わる。

付則

l.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3

以上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46月3月21日より施行する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

日本レクリエーション学会会則

(昭和56年11月8日一部改訂)

<第1章総員IJ>

第 1条 本会を日本レクリエーション当会(英語名

Japan Society of Leisure and Recration Studies) 

という。

第2条本会の目的は， レクリエーションに関する調机

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，財団法人日本レクリエーショ

ン協会内に置く。

<第2章事業>

第4条 本 会 は 第2条の目的を達成するため，次の事業

をなう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4‘研究の助成

5. 内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会は正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

l.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を得て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院生を除く)およびそ

れに準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

。口



で，理事会の承認を得た話とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第 7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第 8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

<第4章役員>

第 9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第10条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行ない，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会

第14条通常総会は，毎年 1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出正会員をもって構成

する。

議事の運営に関しては別にこれを定める。

第15条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開くこ

とができる。

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

く第7章 会 計 >

第18条本会の経費は，会費，寄付金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条八員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (4米ドル)

2.正会員年額 4，000円

3.学生会員 11 1，000円(大学院生は除く)

4.特別会員 11 20米ドル

5.賛助会員年額 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，年3月に

終わる。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3

以上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46月3月21日より施行する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

。。



日本レクリエーション学会会則

(昭和56年11月8日一部改訂)

※支部に関する規定を判定した。

支部に関する規定

昭和田年11月8日制定

1.本学会会員が，支部を設けようとする場合には，下

記により，本学会会長に申請し，理事会の議を経て総

会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要

2.名称

3.支部長および役員

4.会則

5.会員名簿

6. その他

2.各支部の運営は，本部との関係については本規定に

従って行われるが，その他の事項については各支部規

則においてこれを定めるものとする。

3.支部は原則として隣接する地域に在住する本会員20

名以上をもって構成する。

4.支部運営のための経費によって賄うものとする。句

部会費の額は各支部毎に決定するものとする。

5.支部は次の事項について各年度ごとに本部に報告す

る。

1.役員の変更

2.活動状況の概要

3. その他必要と認められる事項

日本レクリエーション学会会則

(昭和57年6月12日一部改訂)

<第 1章総員IJ>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会. (英語名

Japanese Society of Leisure and Recreation 

Studies)という。

第2条本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務所は，財団法人日本レクリエーショ

ン協会内に置く。

く第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5. 内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。
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1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者



で，理事会の承認を得た者とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

<第4章役員>

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第10条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会とする。

第14条通常総会は，毎年 1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。

第15条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならひ、に専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第18条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (4米ドル)

2.正 会 員 年 額 4，000円

3.学生会員 11 1，000円(大学院生は除く)

4.特別会員 11 20米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より施行する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会員リは，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5. 本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6. 本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

。。



日本レクリエーション学会会則

(昭和57年6月12日一部改訂)

※理事会の運営に関する規定及び専門分科会設置に関す

る規定

理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

1.会則第16条の規定により，理事会の運営は，会則に

定めりれているほか，この規定に基づいて行うものと

する。

2.理事会は，原則として年に 1回以上開催するほのと

し，理事長がその議長となる。

3.理事会の招集に当っては，書面によって付議事項を

明示しなければならない。

4.理事会は，理事の過半数の出席により成立し，議決

は出席者の 2分の l以上の賛成を必要とする。ただし，

表決に当っては，予め書面(書名捺印)を以って当該

議事に対する意向を表示した者を，出席者とみなす。

5. 

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は，理事会決定の方針にもとづき，日

常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみや

かに各理事に送付するものとするo

6.理事会には，業務を遂行するために次のような専門

委員会をおく。

7.理事会には，専門的に研究，調査および審議を必要

とするような場合には，特別委員会を設置することが

できる。特別委員会の委員には，理事以外の適任者を

委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必

要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は，理事会で決定

することができるものとする。

専門分科会設置に関する規定

昭和57年6月12日制定

1.会員1]第17条の規定により，本会会員が専門分科会を

設置しようとする場合は，この規定に基づいて行うも

のとする。

2.専門分科会の設置は，原則として研究分野を同じく

する本学会正会員20名以上の要請があった場合とする。

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記に

より本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨

2.名称

3.発起人代表者

4.発起人名簿

5.連絡事務所

6.その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に

報告する。

1.活動状況の概要

2. その他必要と認められる事項
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日本レクリエーション学会会則

(昭和国年10月30日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会. (英語名

Japanese Society of Leisur巴 andRecreation 

Studies)という。

第2条 本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務所は，財団法人日本レクリエーショ

ン協会内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

5.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

<第4章 役 員 >

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 l名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第10条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章 会 議 >

第13条本会の会議は，総会および理事会とする。

第14条通常総会は，毎年 l回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。

第15条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を聞く

ことができる。

第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。
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理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第18条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第四条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (4米ドル)

2.正会員年額 4，000円

3.学生会員 // 1，000円(大学院生は除く)

4.特別会員 // 20米ドル

5.賛助会員 グ 20，000円以上

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より施行する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和国年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和国年11月8Bより一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

日本レクリエーション学会会則

(昭和58年10月30日一部改訂)

※理事会の運営に関する規定を一部改訂した。

理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

昭和国年10月30日改定

1.会則第16条の規定により，理事会の運営は，会則に

定められているほか，この規定に基づいて行うものと

する。

2.理事会は，原則として年に 1回以上開催するものと

し，理事長がその議長となる。

3.理事会の招集に当っては，書面によって付議事項を

明示しなければならない。

4.理事会は，理事の過半数の出席により成立し，議決

は学席者の 2分の l以上の賛成を必要とする。

ただし，表決に当っては，予め書面(署名捺印)を以っ

て当該議事に対する意向を表示した者を，出席者とみ

なす。

5. 

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は，理事会決定の方針にもとづき，日

常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみや

かに各理事に送付するものとする。

6.理事会には，業務を遂行するために次のような専門

委員会を置く。

総務，研究企画，編集，広報渉外，財務

7.理事会には，専門的に研究，調査および審議を必要

とするような場合には，特別委員会を設置することが

できる。特別委員会の委員には，理事以外の適任者を

委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必

要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は，理事会で決定

することができるものとする。
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日本レクリエーション学会会則

(昭和田年6月9日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan巴seSociety of Leisure and Recreation 

Studies)という。

第2条 本会の目的は，レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条 本会の事務局は，東京都千代田区紀尾井町 7-1 

上智大学研究室内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者
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で，理事会の承認を得た者とする。

5.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。

6.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

<第4章 役 員 >

第9条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 l名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第10条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第11条役員の任期は 2年とし，再任を妨げない。

第12条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第13条本会の会議は，総会および理事会とする。

第14条通常総会は，毎年 l回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。

第15条理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。



第16条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第17条本会の事業を推進するために，支部ならひ、に専

門分科会を置くことができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第18条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第19条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (4来ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.学生会員 11 1，500円(大学院生は除く)

4.特別会員 25米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

6.購読会員 5，000円 (25米ド、ル)

7.名誉会員 H 

第20条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 員IJ

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和田年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和国年10月30日より一部改訂する。

8.本会則は，昭和国年6月9日より一部改訂する。

日本レクリエーション学会会則

(昭和60年10月28日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan Soci巴ty of Leisure and Recreation 

Studies)という。

第2条 本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，東海大学体育学部社会体育学

科レクリエーション研究室内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者
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で，理事会の承認を得た者とする。

5.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。

6.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第 7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

く第4章役員>

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第11条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第17条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章 会 計 >

第19条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円(10米ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.学生会員 11 1，500円(大学院生は除く)

4.特別会員 r〆 30米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

6.購読会員 11 5，000円 (30米ドル)

7.名誉会員 11 

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。 第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。 に終る。

第12条役員の任期は 2年とする。任期を妨げない。

第13条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条通常総会は，毎年 l回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。

第16条理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の
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付 員IJ

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4. 本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8.本会則は，昭和59年6月9日より一部改訂する。

9.本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。



日本レクリエーション学会会則

(昭和62年10月17日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan Society of Leisure and Recr巴ation

Studies)という。

第2条 本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，東海大学体育学部社会体育学

科レクリエーション研究室内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 l回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会 員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

5.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。

6.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業iこ参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

<第4章役員>

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 l名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第11条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第12条役員の任期は 2年とする。任期は原則として 1

期とし， 2期を再任の限度とする。

第13条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条通常総会は，毎年 1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。
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第16条理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第17条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

く第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第19条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円(10米ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.学生会員 〆'1 1，500円(大学院生は除く)

4.特別会員 11 30米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

6.購読会員 ノノ 5，000円 (30米ドル)

7.名誉会員 11 

日本レクリエーション学会会則

(昭和62平10月17日一部改訂)

※1988 (昭和63)年度以降の役員選出から適用すること

で役員選出内規を制定

役員選出内規

1.会員IJ第10条の規定により，役員の選出は，会員。に定

められているほか，この内規に基づいて行なうものと

する。

2.会長は原則として，副会長経験者であること。

3.顧問は，原則として会長経験者をもってあて，終身

とする。

4. 理事は選出方法により，支部選出理事，改選前理事

会選出理事，会長選出理事の 3つに分け，理事数20名

程度とする。

支部選出理事は支部最少 l名とし，文部の会員数に比

例して，理事数を決める。

当分の間，東海，近畿，九州の各支部は，それぞれ2

名，関東地区4名，関東地区以外の支部未所属者1名

とする。

改選前理事会選出理事は，専門領域，地域，研究機関

団体及び事務運営等を考慮して選出する。理事は5名。

会長選出は，会長就任後，副会長と協議のうえ選出す

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月 る。理事は 5名。

に終る。 5.会長，副会長，及び監事の各候補は，理事会におい

付 員IJ

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2. 本会則は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4. 本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5. 本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6. 本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8. 本会則は，昭和59年6月9日より一部改訂する。

9. 本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。

10.本会則は，昭和62年10月17日より一部改訂する。

て選出する。

6.理事長及び常任理事は，改選後初理事会で選出する。

7.役員の兼任は認めない。

8.役員選出は総会承認、事項であるため，役員選出の理

事会は，学会大会前の適当な時期に開催する。

付則 この内規は1988年度以降の役員選出から適用する。
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日本レクリエーション学会会則

(昭和63年8月22日一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan Soci巴ty of Leisure and Recreation 

Studies)という。

第2条本会の目的は，レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，明治大学和泉校舎体育研究室

内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章 会員 >

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

5.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。

6.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

く第4章 役 員 >

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 1名，

理事若干名，監事2名

第11条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。

第12条役員の任期は 2年とする。任期は原則として 1

期とし 2期を再任の限度とする。

第13条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条通常総会は，毎年 1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。
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第16条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1 /3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第17条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会 計>

第19条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円(10米ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.学生会員 11 1，500円(大学院生は除く)

4.特別会員 11 30米ドル

5.賛助会員 11 20，000円以上

6.購読会員 11 5，000円 (30米ドル)

7.名誉会員 H 

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会員。は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和田年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年 6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8.本会員IJは，昭和59年 6月9日より一部改訂する。

9.本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。

10.本会則は，昭和60年10月17日より一部改訂する。

11.本会則は，昭和田年8月22日一部改訂する。

日本レクリエーション学会会則

(平成2年10月11日一部改訂)

<第 1章総則>

第 l条 本会を日本レクリエーション学会， (英語名

Japan Society of Leisure and Recreation 

Studies)という。

第2条本会の目的は， レクリエーションに関する調査

研究を促進し， レクリエーションの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，青山学院大学2号館2002研究

室に置く。

<第2章 事 業 >

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸国体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年1回以上開催し，研究成果を

発表する。

<第3章会員>

第6条本会の正会員の他，学生会員，特別会員，賛助

会員，および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.学生会員は，大学生(大学院を除く)およびそれ

に準ずる者とする。

3.特別会員は，大会の目的に賛同する外地在住者と

する。

4.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者
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で，理事会の承認を得た者とする。

5.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。

6.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

<第4章役員>

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

顧問若干名，会長 1名，副会長若干名，理事長 l名，

理事若干名，監事2名

第11条顧問は，事務局と理事会の運営に対して必要に

応じて助言を行い，相談に応じる。

会長は，本会を代表し，会務を総括する。

副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，これ

を代行する。

理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行する。

第16条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を開く

ことができる。

第17条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

<第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

円分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章 会 計 >

第四条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円(10米ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.学生会員 1/ 1，500円(大学院生は除く)

4.特別会員 1/ 30米ドル

5.賛助会員 1/ 20，000円以上

6.購読会員 ノノ 5，000円 (30米ドル)

7.名誉会員 ノノ

監事は，事務局と理事会の運営を監査する。 第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

第12条役員の任期は 2年とする。任期は原則として 1 に終る。

期とし 2期を再任の限度とする。

第13条本会に名誉会長を置くことができる。

<第5章会議>

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条通常総会は，毎年1回開催し役員の選出および

本会の運営に関する重要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。
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付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8.本会則は，紹和59年6月9日より一部改訂する。

9.本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。

10.本会則は，昭和60年10月17日より一部改訂する。

11.本会則は，昭和田年8月22日一部改訂する。

12.本会則は，平成2年10月11日より一部改訂する。



日本レジャー・レクリエーション学会会則

(平成3年11月10日一部改訂)

<第 l章総則>

第 l条本会を日本レジャー・レクリエーション学会

(英語名 JapanSociety of Leisure and Recreation 

Studi巴s)という。

第2条本会の目的は，レジャー・レクリエーションに

関する調査研究を促進し， レジャー・レクリエーショ

ンの普及・発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，埼玉県上尾市戸崎 1-1 聖学

院大学，女子聖学院短期大学内に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行う。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 l回以上開催し研究成果を

発表する。

く第3章会則>

第6条本会は正会員のほか，賛助会員，議読会員，お

よび名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を得て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2.賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

3.講読会員は，本会の機関誌を講読する機関・団体

とする。
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4.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

<第4章 役 員 >

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。

理事25名以上30名以内(うち会長 l名，副会長若干名，

および理事長 1名)，監事2名

第11条会長は本会を代表し，会務を総括する。

2.副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは，会長が予め指名した順序に

より職務を代行する。

3.理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行す

る。

4.監事は，会計およひ、会務の執行状況について監査

する。

第12条役員の任期は 2年とする。但し再任をさまたげ

ない。役員の選出についての規則は別に定める。

第13条本会に名誉会長および顧問を置くことができる。

2.名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問は，本会の会長又は副会長であった者および

本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦によ

り会長が委嘱する。

<第 5章 会 議 >

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条総会は，年1回開催し本会の運営に関する重要

事項を審議決定する。

議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定する。



第16条理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の 12.本会則は，平成2年10月11日より一部改訂する。

1/3以上の開催精求があった場合，臨時総会を開く 13.本会則は，平成3年11月10日より一部改訂する。

ことができる。

第17条理生会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

く第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推薦するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第19条本会の経費は，会費，寄付金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条本会の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円 (5米ドル)

2.正会員年度額 5，000円

3.賛助会員 グ 20，000円以上

4.購読会員 μ 5，000円

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終わる。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 213以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会則は，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3. 本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4. 本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和国年11月8日より一部改訂する。

6. 本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8. 本会則は，昭和59年6月9日より一部改訂する。

9.本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。

10.本会則は，昭和60年10月17日より一部改訂する。

11.本会則は，昭和63年8月22日より一部改訂する。
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日本レジャー・レクリエーション学会会則

(平成5年10月17一部改訂)

<第 1章総則>

第 1条本会を日本レジャー・レクリエーション学会，

(英語名JapanSociety of L巴isureand Recreati 

on Studies)という。

第2条本会の目的は，レジャー・レクリエーションに

関する調査研究を促進し， レジャー・レクリエーショ

ンの発展に寄与する。

第3条本会の事務局は，東京都国立市青柳谷川 620

東京女子体育大学レクリエーション研究室に置く。

<第2章事業>

第4条本会は第2条の目的を達成するため，次の事業

を行なう。

1.学会大会の開催

2.研究会，講演会等の開催

3.機関誌の発行ならびにその他の情報活動

4.研究の助成

5.内外の諸団体との連絡と情報の交換

6.会員相互の親睦

7.その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は，毎年 l回以上開催し，研究成果を

発表する。

く第3章会員>

第6条本会の正会員の他，賛助会員，購読会員，およ

び名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し，正会員の推薦お

よび，理事会の承認を経て，規定の入会金および会

費を納入した者とする。

2. 賛助会員は，本会の事業に財政的援助をなした者

で，理事会の承認を得た者とする。

3.購読会員は，本会の機関誌を購読する機関・団体

とする。
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4.名誉会員は，本会に特別に貢献のあった者で，理

事会の推薦を経て総会で承認された者とする。

第7条会員は，本会の編集刊行する機関誌(紙)等の

配布を受け本会の営む事業に参加することができる。

第8条 会員にして会費の納入を怠った者および会の名

誉を棄損した者は，理事会の議を経て会員としての資

格を停止されることがある。

第9条会員は原則として，いずれかの支部に所属する

ものとする。

<第4章 役 員 >

第10条本会を運営するために，総会において正会員の

中から次の役員を選ぶ。理事25名以上30名以内(うち

会長 1名，副会長若干名，および理事長 1名).監事

2名

第11条会長は，本会を代表し.会務を総括する。

2. 副会長は，会長を補佐し，会長に事故がある時，

又は会長が欠けたときは，会長が予め指名した順序

により職務を代行する。

3.理事長は，理事会を総括し，理事は会務を執行す

る。

4.監事は，会計および会務の執行状況について監査

する。

第12条役員の任期は2年とする。但し，再任を妨げな

い。役員の選出についての規則は別に定める。

第13条本会に名誉会長を置くことができる。

2.名誉会長は理事会の推薦により会長が委嘱する。

3.顧問は，本会の会長又は副会長であった者および

本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦によ

り会長が委嘱する。

<第 5章会議>

第14条本会の会議は，総会および理事会とする。

第15条総会は，毎年1回開催し本会の運営に関する重

要事項を審議決定する。

総会は，会長が招集し，当日の出席正会員をもって構

成する。



議事(会則改正を除く)は，出席者の過半数をもって

決定される。

第16条 理事会が必要と認めた場合，もしくは正会員の

1/3以上の開催請求があった場合，臨時総会を聞く

ことができる。

第17条理事会は理事長が招集し，幹事若干名および事

務局員を選出し，会務を処理する。

理事会は，運営の円滑化をはかるため，常任理事会を

置くことができる。

く第6章支部および専門分科会>

第18条本会の事業を推進するために，支部ならびに専

門分科会を置くことができる。

支部ならび、に専門分科会についての規則は別に定める。

<第7章会計>

第19条本会の経費は，会費・寄附金およびその他の収

入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 1，000円

2.正会員年度額 5，000円

3.賛助会員 11 20，000円以上

4.購読会員 11 5，000円

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり，翌年3月

に終る。

付 則

1.本会の会則は，総会において出席正会員の 2/3以

上を得た議決により変更することができる。

2.本会員1Jは，昭和46年3月21日より一部改訂する。

3.本会則は，昭和51年5月1日より一部改訂する。

4.本会則は，昭和55年5月11日より一部改訂する。

5.本会則は，昭和56年11月8日より一部改訂する。

6.本会則は，昭和57年6月12日より一部改訂する。

7.本会則は，昭和58年10月30日より一部改訂する。

8.本会則は，昭和田年6月9日より一部改訂する。

9.本会則は，昭和60年10月28日より一部改訂する。

10.本会則は，昭和62年10月17日より一部改訂する。

11.本会則は，昭和63年8月22日より一部改訂する。

12.本会則は，平成2年10月11日より一部改訂する。

13.本会則は，平成3年11月10日より一部改訂する。

14.本会則は，平成5年10月17日より一部改訂する。
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日本レジャー・レクリエーション学会会則

(平成5年10月17日一部改訂)

※役員選出内規を一部改訂した

役員選出内規

1.会員1]第10条の規定により，役員の選出は，会則に定

められているほか，この内規に基づいて行なうものと

する。

2.会長は原則として，副会長経験者であること。

3.理事は選出方法により，支部選出理事，改選前理事

会選出理事，会長選出理事の 3つに分け，理事数25名

以上30名以内とする。

(1) 支部選出理事は 6名とし，その候補者の選出は支

部が行う。

① 東海支部

② 近畿支部

③ 九州支部

名

名

名

n
r
u
n〆
u
n
y
u

(2) 関東地区およびその他の地域より選出される理事

は5名とし，その理事数は以下のとおりとする。な

お，その選出については理事会の議を経て，役員改

選前年の総会で承認された委員長を含む 7名の「役

員候補選考準備委員会J(以下「選考委員会」とい

う)によりその候補者を選出する。

① 関東地区 4名

② その他の地域(東海，近畿，九州，関東地区を

除く 1名

(3) 改選前理事会によって選出される理事は9名とし，

その選出については専門領域，地域，研究機関，団

体および事務運営等を考慮して選考委員会により候

補者を選出する。

(4) 会長推薦により選出される理事は 5名とし，その

候補者の選出は会長就任後副会長と協議し，会長が

指名する。

4.会長，副会長，及び監事の各候補は，選考委員会に

より選考された者のなかから理事会において選出され

る。

5.理事長及び常任理事は，改選後初理事会で選出する。

6.役員の兼任は認めない。

7.役員候補者選出の理事会は学会大会前あるいは学会

大会期間中の適当な時期に開催する。

付則 この内規は平成5年10月17日より施行する。

理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

昭和田年10月30日改定

1.会則第16条の規定により，理事会の運営は，会則に

定められているほか，この規定に基づいて行うものと

する。

2.理事会は，原則として年に l回以上開催するものと

し，理事長がその議長となる。

3.理事会の招集に当っては，書面によって付議事項を

明示しなければならない。

4.理事会は，理事の過半数の出席により成立し，議決

は出席者の 2分の l以上の賛成を必要とする。

ただし，表決に当っては，予め書面(署名捺印)を以っ

て当該議事に対する意向を表示した者を，出席者とみ

なす。

5. 

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は，理事会決定の方針にもとづき，日

常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事の議事録(概要)はできるだけすみやか

に各理事に送付するものとする。

6.理事会は，業務を遂行するために次のような専門委

員会を置く。

総務，研究企画，編集，広報渉外，財務

7.理事会には，専門的に研究，調査および審議を必要

とするような場合には，特別委員会を設置することが

できる。特別委員会の委員には，理事以外の適任者を

委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必

要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は，理事会で決定

することができるものとする。

nu 



専門分科会設置に関する規定

昭和57年 6月12日制定

1.会則第17条規定により，本会会員が専門分科会を設

置しようとする場合は，この規定に基づいて行うもの

とする。

2.専門分科会の設置は，原則として研究分野を同じく

する本学会正会員20名以上の要請があった場合とする。

3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記に

より本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨

2.名称

3.発起人代表者

4.発起人名簿

5.連絡事務所

6.その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ご、とに本部に

報告する。

1.活動状況の概要

2. その他必要と認められる事項

支部に関する規定

昭和56年11月8日制定

1.本学会会員が，支部を設けようとする場合には，下

記により，本学会会長に申請し，理事会の議を経て総

会の承認をえるものとする。

1.設立の経過概要

2.名 称

3.支部長および役員

4.会則

5.会員名簿

6. その他

2.各支部の運営は，本部との関係については本規定に

従って行われるが，その他の事項については各支部規

則においてこれを定めるものとする。

3.支部は原則として隣接する地域に在勤または在住す

る本会正会員20名以上をもって構成する。

4.支部運営のため経費は支部会費によって賄うものと

する。支部会費の額は各支部毎に決定するものとする。

5.支部は次の事項について各毎度ごとに本部に報告す

る。

1.役員の変更

2.活動状況の概要

3. その他必要と認められる事項

102-




